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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】バケットとドラムロータが損傷する原因となっ
ていた、雄ダブテールの基部と保持溝との間を、手動で
集中的に工事する必要がない動翼の取り付け方法を提供
する。
【解決手段】フック１８及び２０を用いて、ドラムロー
タ２４の周辺に形成された保持溝３６を伴う雌ダブテー
ル２６にぴったりと嵌合することによって、蒸気タービ
ンのドラムロータ２４に設置されるバケット１０用の雄
ダブテール１６を開示する。この密フック１８及び２０
を用いることによって、荷重ピンが不要になる。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
蒸気タービン（５）用のバケット（１０）をドラムロータ（２４）に半径方向に設置する
ための設置機構であって、
　半径方向外方広溝部、半径方向内方広溝部、及び中間狭溝部を備えるホイールの周辺に
、雌ダブテール（２６）として構成された環状バケット保持溝を備えて形成された蒸気タ
ービン（５）のドラムロータ（２４）と、
　前記雌ダブテール（２６）と係合するよう構成されており、狭頸部（２２）を挟んで間
隔を空けた半径方向内方突起（３０）及び半径方向外方突起（１８）を含む雄ダブテール
（１６）を備えた、蒸気タービンバケット（１０）の底部（１４）と、
　前記雄ダブテール（１６）を前記雌ダブテール（２６）の内部に保持し、前記雄ダブテ
ール（１６）上に形成された内部突起（２０）の上面（３９）と係合するよう構成された
、中間狭溝部（３２）の下面（３３）と、
　前記突起（１８）に対して半径方向にバケット（１０）を設置するよう構成されており
、半径方向外方広溝部（２８）の上面（２９）と密接に係合する前記雄ダブテール（１６
）の前記半径方向外方突起（１８）の下面（２５）と
　を備える設置機構。
【請求項２】
前記雄ダブテール（１６）の前記半径方向外方突起（１８）と前記半径方向外方広溝部（
２８）の前記上面（２９）との間に、０．００１～０．００３インチの隙間を更に有する
、請求項１に記載の蒸気タービンバケット（１０）を半径方向に設置するための設置機構
。
【請求項３】
前記雄ダブテール（１６）の基部（４０）が略平面である、請求項１に記載の蒸気タービ
ンバケット（１０）を半径方向に設置するための設置機構。
【請求項４】
前記雄ダブテール（１６）の基部（４０）が、基部を中心とするアーチ型の切削（３５）
を有する、請求項１に記載の蒸気タービンバケット（１０）を半径方向に設置するための
設置機構。
【請求項５】
蒸気タービンロータ及びバケットアセンブリであって、
　周囲にバケット保持溝（３６）を備えて形成されたドラムロータ（２４）と、
　各々が前記バケット保持溝（３６）内に半径方向内面（４０）を含む設置部（１４）を
有する、複数のバケット（１０）と、
　前記バケット保持溝（３６）の狭部（２２）の上端に形成された上部フック（２８）と
、
　前記バケット保持溝（３６）の狭部（２２）の下端に形成された下部フック（３０）と
を備え、
　雌ダブテール（２６）を備えた複数の前記バケット（１０）の各々の前記設置部（１４
）が、前記バケット保持溝（３６）と係合するよう構成されており、狭部（２２）を挟ん
で間隔を空けた半径方向内方突起（２０）及び半径方向外方突起（１８）を備え、所定の
設置隙間に応じて、前記上部フック（２８）が前記半径方向外方突起（１８）と係合し、
前記下部フック（３０）が前記半径方向内方突起（２０）と係合するよう構成された、ア
センブリ。
【請求項６】
前記上部フック（２８）と前記雄ダブテール（１６）の半径方向外方突起（１８）との間
に、０．００１～０．００３インチの所定の設置隙間を更に有する、請求項５に記載の蒸
気タービンロータ及びバケットアセンブリ。
【請求項７】
前記雄ダブテール（１６）の基部（４０）が略平面である、請求項６に記載の蒸気タービ



(3) JP 2010-156337 A 2010.7.15

10

20

30

40

50

ンロータ及びバケットアセンブリ。
【請求項８】
前記雄ダブテール（１６）の基部（４０）が、基部を中心としたアーチ型の切削（３５）
を有する、請求項７記載の蒸気タービンロータ及びバケットアセンブリ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概してドラムロータを備えた蒸気タービンに関し、特に、ドラムロータを備
えた蒸気タービンのバケットの保持機構に関する。
【背景技術】
【０００２】
　蒸気タービン反応型バケットを半径方向に設置するための現在の慣行は、各バケットの
ダブテール部を蒸気タービンドラムロータの保持溝に挿入し、保持溝の基部とダブテール
部の底部の切り欠きとの間の半径方向の間隙を厳密に制御して荷重ピンを挿入し、その後
、ピンがロータの半径方向に変形して保持溝の中のフックに対して半径方向にバケットに
荷重がかかるように、半径方向の間隙内にピンをハンマーで打ち込む。
【０００３】
　各バケットには、荷重ピンがあり、ロータ溝の中でバケットが動かなくなるまで、各荷
重ピンを手でハンマー打ちしなければならない。しかし、このハンマー打ち作業によって
、バケット及びロータを損傷する可能性がある。例えば、３０段高圧蒸気タービンでは、
約２６００本の荷重ピンを手でハンマー打ちして、バケットを放射状に配置して固定しな
ければならない。
【０００４】
　図１に、回転軸７を有するドラムロータ２４の周辺に、円周方向に間隔を空けて複数の
バケット１０を設けた、ドラムロータ２４を含む蒸気タービン５の一部を示す。バケット
１０は、ドラムロータ２４の内部で、その周囲に延在する雌ダブテール２６の中に配列さ
れる。蒸気タービンケーシング２９は、ドラムロータ２４を囲んでおり、ケーシング２９
の雌ダブテール２７の内部で互いに周囲に間隔を空けて配置された複数のノズル片２１を
含む。
【０００５】
　図２に、ドラムロータ内に保持されているバケットの底にかかる半径方向荷重を保持す
るための第１の機構を示す。図２を参照すると、タービンバケット１０は、翼部１２と、
雄ダブテール１６として構成された底部又は基部１４とを含む。雄ダブテールは、狭頸部
２２を挟んで間隔を空けた半径方向外方及び内部突起又はフック１８及び２０を含む。
【０００６】
　ドラムロータ２４は、外部雄突起１８を受け入れる半径方向外方広溝部２８、内部雄突
起２０を受け入れる半径方向内方広溝部３０、及び狭頸部２２を受け入れる中間狭溝部３
２を備えるホイールの周辺に、雌ダブテール２６として構成された環状バケット保持溝を
備えて形成されている。狭溝部３２の下面３３には、雄ダブテール１６上の内部突起２０
と係合する、いわゆる「フック」が形成されている。
【０００７】
　半円形保持溝３５は、雄ダブテール１６の下面４０を横断して延在する。各バケットが
ホイールの周辺の雌ダブテール２６内に設けられた後、硬質半円形ピン３７が手作業でハ
ンマー打ちされ、半円形保持溝３５の中に入り込み、バケットが半径外方に付勢され、フ
ック３３に対して半径方向にバケットが設置される。
【０００８】
　図３に、フック３３に対して半径方向にバケットを設置するための別の配置を示す。別
の配置は、Ｆｉｔｔｓ他の米国特許第６７６１５３８号（特許文献３）に開示されている
。図２の雌ダブテール及び雄ダブテールの対応部品には、同じ参照番号が付与されている
。雌ダブテールの基部３４内に、ホイールの周辺を完全に取り囲む環状バネ保持溝３６が
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形成されている。溝自体が、（図１のように）断面から見たときにほぼ１８０度にわたっ
て延在している。荷重バネ片３８は、図面において、溝３６の中に、ダブテールスロット
の基部３４とバケットダブテールの半径方向内面４０との間で半径方向に挟まれている。
上述したように、バケットが設置されるべき半径方向によっては、２つ以上の溝３６を使
用してもよい。バネ片３８により、半径外方向にバケットが付勢され、バケットがフック
３３に対して半径方向に設置される。
【０００９】
　従来の方法、及びその変形形態は、基本的に、半径方向外側に向けてバケットを押し、
バケット荷重面３３とロータ合わせ面３９との間を確実に密に接触させるというものであ
った。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】米国特許第４０２２５４５号明細書
【特許文献２】米国特許第５３５０２７６号明細書
【特許文献３】米国特許第６７６１５３８号明細書
【特許文献４】米国特許第６８４３４７９号明細書
【特許文献５】米国特許第７１２８５３５号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　従って、部品点数を削減し、ロータの組み立て時間を短縮し、バケット及び／又はロー
タを損傷することなくロータ溝フックに対してバケットを確実に半径方向に設置すること
ができるよう、半径方向に設置する技術を改良することが求められている。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は、蒸気タービンのドラムロータに設けたフックを用いてロータダブテールを位
置決め及び保持するための機構及び方法に関する。
【００１３】
　本発明の第１の実施形態において、蒸気タービンのドラムロータの半径方向にタービン
バケットを設置するための機構を開示する。この設置機構は、半径方向外方広溝部、半径
方向内方広溝部、及び中間狭溝部を備えるロータホイールの周辺に雌ダブテールとして構
成された環状バケット保持溝を備えて形成されたドラムロータを含む。この設置機構はま
た、狭頸部を挟んで間隔を空けた、半径方向内方突起及び半径方向外方突起を含む雄ダブ
テールを備えた、雌ダブテールと係合するよう構成されたタービンバケットの底部も含む
。狭溝部の下面は、雄ダブテール１６を雌ダブテール２６の内部において保持し、雄ダブ
テール上に形成された内部突起の上面と係合するよう構成されている。半径方向外方広溝
部の上面と密に係合する雄ダブテールの半径方向外方突起の下面は、フックに対する半径
方向にバケットに荷重をかけるよう構成されている。
【００１４】
　本発明の第２の実施形態において、蒸気タービンドラムロータ及びバケットアセンブリ
を開示する。このアセンブリは、周囲にバケット保持溝を備えて形成されたドラムロータ
と、半径方向内面を含む設置部を各々が有する複数のバケットとを含み、この半径方向内
面はバケット保持溝に受け入れられる。このアセンブリはまた、バケット保持溝の狭部の
上端に形成された上部フックと、バケット保持溝の狭部の下端に形成された下部フックと
を含む。アセンブリには更に、バケット保持溝と係合するよう構成されており、狭頸部を
挟んで間隔を空けた、半径方向内方突起及び半径方向外方を含む、突起雄ダブテールを備
えた複数のバケットそれぞれの設置部が含まれており、所定の設置隙間に応じて、上部フ
ックは半径方向外方突起と係合し、下部フックは半径方向内方突起と係合する。
【００１５】
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　次にその内容を説明する添付図面に対応した詳細な説明により、以上に記載した、又は
以上に記載した以外の本発明に係る特徴、態様、及び利点を説明する。なお、図面におい
て、同様の構成要素には同様の参照符号が付与されている。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】ドラムロータの周辺に、円周方向に間隔を空けて複数のバケットを設置した、ド
ラムロータを含む蒸気タービンの一部を示す。
【図２】バケットの底部にかかる半径方向荷重を保持するための第１の機構を示す。
【図３】バケットの底部にかかる半径方向荷重を保持するための別の機構を示す。
【図４】本発明の実施形態による、蒸気タービンのドラムロータにタービンバケットを設
置するための保持機構を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下に例示する本発明による実施形態では、ドラムロータとの接触状態を厳密に制御さ
れたバケットを開示するが、これには、費用及び複雑さを抑える効果など、多くの利点が
ある。ドラムロータとバケットダブテールとの間に荷重ピンを利用するよりも、このよう
にバケットを切削する方が、バケットからロータへの動きが最小限に抑えられるよう隙間
を保持することができる。緩い嵌合では、後に間隙を埋めるため追加部品を加えて対応す
ることになるが、このバケットでは、ぴったりとした「フック」嵌合が可能であり、所望
の効果を期待できる。概念的には、この機構は、従来の外側に向かって押し込んだり詰め
込んだりする方法とは逆の、バケットを半径方向外側に向かって荷重面上に引き寄せたり
持ち上げたりするものである。
【００１８】
　この方法では、荷重ピンが不要なので、大幅にコストを削減でき、アセンブリに対して
人間工学的な改良がなされる。また、この代替設計は、いかなる改造やバケットの変更に
も適用可能なので、既存のユニットとの下位互換性の問題も解決する。更に、アセンブリ
の種類を削減したり、バケットの各列の一貫した圧縮性を維持したりするために現在実施
されている方策にも寄与する。更に、ロータホイールの構成、及びバケットやホイールに
かかる応力も変わらない。この構成により、ダブテールの取り外しが容易になり、保守性
も高まる。
【００１９】
　図４に、本発明の実施形態による、蒸気タービンのドラムロータにタービンバケットを
設置するための保持機構を示す。図２及び図３の雌ダブテール及び雄ダブテールの対応す
る部品には、同じ参照番号が付与されている。
【００２０】
　タービンバケット１０は、翼部１２と、雄ダブテール１６として構成された底部又は基
部１４とを含む。雄ダブテールは、狭頸部２２を挟んで間隔を空けた半径方向外方及び内
部突起又はフック１８及び２０を含む。ドラムロータ２４は、外部雄突起１８を受け入れ
る半径方向外方広溝部２８、内部雄突起２０を受け入れる半径方向内方広溝部３０、及び
狭頸部２２を受け入れる中間狭溝部３２を備えたホイールの周辺に、雌ダブテール２６と
して構成された環状バケット保持溝を備えて形成されている。狭溝部３２の下面３３には
、雄ダブテール１６上の内部突起２０の上面３９と係合する、いわゆる「フック」が形成
されている。
【００２１】
　外部雄突起１８の下側２５は、外部広溝部２８の上面２９との隙間が密接になるように
切削されている。このような切削によって０．００１～０．００３インチの隙間ができ、
図１の従来技術において対応する部品の間にできるような広い隙間をなくすことができる
。その結果、狭溝部３２（フック）の上面２９が外部雄突起１８の下面２５と係合し、狭
溝部３２（フック）の下面３３が内部突起２０の上面３９と係合することにより、バケッ
ト１０は、フック嵌合によって密接に保持される。このように密接に保持する機構によっ
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て、雄ダブテール１６を垂直方向に係止するためのピンやバネが不要になる。
【００２２】
　従来のバケットへの設置の遺物として、もう必要ないが、雄ダブテール１６に半円形空
洞３１を残してもよい。新規の又は改良されたバケットでは荷重機能は必要ないので、半
円形空洞を準備する必要はない。
【００２３】
　以上、種々の実施形態を用いて本発明を説明してきたが、本明細書に記載した以外にも
構成要素を様々に組み合わせた形態、又は、記載したものに改良を加えた形態も、本発明
の特許請求の範囲に含まれることを理解されたい。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】
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